
市立函館南茅部病院における診療情報の提供に関する要綱

（平成１８年９月１日市立函館南茅部病院長決裁）

（目的）

第１条 この要綱は，市立函館南茅部病院（以下「病院」という。）にお

ける診療情報の提供に関する取り扱いに関し，別に定めがあるもののほ

か基本的事項を定め，医師および医療従事者と患者の信頼関係の強化お

よび情報の共有化による医療の質の向上に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に

定めるところによる。

(1) 医師 医師法（昭和２３年法律第２０１号）に規定する医師をい

う。

(2) 診療情報 診療の過程で，患者の身体状況，病状，治療等につい

て医師またはその指示に従う医療従事者が知り得た情報をいう。

(3) 診療録 医師法第２４条第１項に規定する診療録をいう。

(4) 診療記録等 診療録，看護記録，処方せん，検査記録，検査結果

報告書，手術記録，エックス線写真等患者の診療を目的として作成

し，または取得した記録等をいう。

(5) 診療記録等の開示 診療記録等の閲覧または写しの交付をいう。

（医師の責務）

第３条 医師は，日常の診療において次条に規定する者に対し，インフォ

ームドコンセントの理念に基づき，診療情報について説明を行うものと

する。

２ 医師は，次条に規定する者から，診療記録等の閲覧または写しの交付

を求められたときは，第５条第３項の規定に該当する場合を除き，これ

に応ずるものとする。

（提供の対象者）

第４条 診療情報の提供を受けることができる者は，診療中の患者本人，

患者本人死亡の時は，患者の法定相続人とする。ただし，当該患者が次

の各号に掲げる者であるときは，当該各号に定める者とする。



(1) １５歳未満の者 法定代理人

(2) 成年被後見人 法定代理人

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号）第５条に規定する精神障害者 精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律第２０条に規定する保護者

(4) 自己の診療について合理的判断ができない者であると当該者の診

療を担当する医師および病院長が指示する医師が認める者（前３号

に掲げる者を除く。） 当該者を現に世話し，かつ，当該者の診療に

ついて本人に代わって判断，同意をなし得る親族

（開示の申出等）

第５条 前条に規定する者(死亡した遺族にあっては法定相続人に限る。)

は，病院長に対し診療記録等の開示を申し出ることができる。

２ 前項の申出は，別記第１号様式の申出書に前条の規定に該当する者で

あることを証明する書類を提示して行うものとする。

３ 病院長は，開示の申出があった診療記録等の内容が次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは，その該当する部分について開示しないこ

とができる。

(1) 開示することにより，患者本人の治療上支障があると判断される

とき。

(2) 第三者から得た診療記録等であって，当該第三者の了解を得られ

ないとき。

(3) 遺族への開示にあたっては，患者が生前に非開示の意志を示した

とき。

(4) 前３項のほか，診療情報等の開示を不適当とする相当の事由が存

するとき。

（申出に対する決定）

第６条 病院長は，前条第２項の申出書の提出があった場合においては，

当該申出のあった日の翌日から起算して１４日以内に開示の可否につい

て決定し，開示（前条第３項の規定により一部開示する場合を含む。）

をする場合にあっては別記第２号様式の通知書により，開示をしない場



合にあっては別記第３号様式の通知書により申出者に通知しなければな

らない。

２ 病院長は，やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決

定ができないときは，当該期間を延長することができる。この場合にお

いて，病院長は，申出者に延長の理由および決定することができる時期

を別記第４号様式の通知書により通知しなければならない。

（開示の実施）

第７条 病院長は，前条第１項の規定により開示することと決定したとき

は，速やかに申出者に対し，当該決定に係る診療記録等の開示をしなけ

ればならない。

２ 前項の開示は，病院長が指定する場所において，関係職員の立ち会い

のもとに行うものとする。この場合において，申出者は，当該開示に係

る患者の担当医師の説明を求めることができる。

３ 病院長は，診療記録等の開示をすることにより当該診療記録等を汚損

し，または破損するおそれがあると認められるとき，その他相当の理由

があるときは，当該診療記録等を複写したものにより診療記録等の開示

をすることができる。

（開示に係る費用）

第８条 この要綱に基づく診療記録等の閲覧および視聴に係る手数料は無

料とする。ただし，診療記録等の写しを交付する場合における当該写し

の作成および送付に要する費用は，申出者の負担とする。

（診療情報提供審査委員会）

第９条 病院長は，診療情報の提供を適正かつ円滑な行うため，病院内に

診療情報提供審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

２ 委員会は，病院長の指示により，診療記録等の開示申出に係る開示の

可否，診療情報の提供に係る具体的な方策等について検討する。

３ 委員会の組織および運営に関し必要な事項は，病院長が別に定める。

（任意的開示）

第10条 病院長は，第４条に規定する者から，当該患者に係るこの要綱の

施行前の診療記録等について診療記録等の開示の申出があった場合には，



これに応ずるよう努めるものとする。

２ 第５条から第８条までの規定は，前項の規定により診療記録等の開示

をする場合に準用する。

（補則）

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は，病院長が別に定める。

附 則

この要綱は，平成１８年９月１日から施行する。



別記第１号様式

診療記録等の開示申出書

年 月 日

市立函館南茅部病院長 様

住 所

(ふりがな)

氏 名

申請者 生年月日 年 月 日 生

患者との関係

電 話 局 番

次の診療期間に係る診療記録等の開示を申請します。

診 療 期 間 診 療 科 名

年 月 日 ～ 年 月 日（入院・外来）

年 月 日 ～ 年 月 日（入院・外来）

年 月 日 ～ 年 月 日（入院・外来）

開 示
申 出
の理由

申出の
内容の １ 診療記録等の閲覧 ２ 診療記録等の写しの交付
区 分

担当医
１ 求める ２ 求めない

の説明

(ふりがな)

患者の氏名
申出者

患者の生年月日 年 月 日 生（ 歳）
が患者

患者の住所
本 人

患者に代わって申出をする理由
以外の

場 合



申出者の確認 （申出者は記入しないでください。）

１ 運転免許証 ２ 旅券（パスポート）

３ 官公庁等身分証明書（写真付き） ４ 船員手帳

５ その他（ ）

本 人 ６ 健康保険被保険者証 ７ 船員保険被保険者証

８ 国民健康保険被保険者証 ９ 共済組合員証

10 老人保健法医療受給者証 11 厚生年金保険年金証書（手帳）

確 認 12 国民年金年金証書（手帳） 13 船員保険年金証書（手帳）

14 共済年金証書 15 身体障害者手帳

16 申出書に押印した印の印鑑証明書

書 類 17 写真付き身分証明書（会社，学生証）

18 公の機関が発行した資格証明書（写真付き）

19 その他（ ）

法 定 １ 戸籍謄本（抄本） ２ 住民票

代理人

等 の ３ 成年被後見宣告書 ４ 家庭裁判所の証明書

確 認

書 類 ５ その他法定代理関係を確認し得る書類（ ）

確認者 印

注 １ 申出時の氏名が診療時の氏名と異なる場合は，旧姓等が確認できる書類を

提示してください。

２ 法定代理人等の場合は，本人であることおよび法定代理人等であることを

証明する書類を提示してください。



別記第２号様式

診療記録等の開示通知書

年 月 日

様

市立函館南茅部病院長 印

年 月 日付けで申出のあった診療記録等の開示については，

次のとおり開示することとしたので通知します。

診 療 期 間 決 定

年 月 日 ～ 年 月 日（入院・外来） 開示する

科 一部開示する

年 月 日 ～ 年 月 日（入院・外来） 開示する

科 一部開示する

年 月 日 ～ 年 月 日（入院・外来） 開示する

科 一部開示する

年 月 日 ～ 年 月 日（入院・外来） 開示する

科 一部開示する

年 月 日 ～ 年 月 日（入院・外来） 開示する

科 一部開示する

開示する 年 月 日 時 分 から 時 分 まで

日時およ 市立函館南茅部病院事務

び 場 所 なお，当日都合が悪い場合は，あらかじめその旨を電話等でご連絡

ください。

開 示 の １ 診療記録等の閲覧 ２ 診療記録等の写しの交付

内 容 ３ 要約書の閲覧 ４ 要約書の写しの交付

問い合せ先 市立函館南茅部病院事務

備 考

注 開示の際には，この通知書および運転免許証その他本人であることを

証する書類を提示してください。



別記第３号様式

診療記録等の否開示通知書

年 月 日

様

市立函館南茅部病院長 印

年 月 日付けで申出のあった診療記録等の開示については，

開示しないこととしたので通知します。

診 療 期 間 診 療 科 名

年 月 日 ～ 年 月 日（入院 ・ 外来）

年 月 日 ～ 年 月 日（入院 ・ 外来）

年 月 日 ～ 年 月 日（入院 ・ 外来）

年 月 日 ～ 年 月 日（入院 ・ 外来）

年 月 日 ～ 年 月 日（入院 ・ 外来）

開 示 を
し な い
理 由

問合せ先 市立函館南茅部病院事務

備 考



別記第４号様式

診療記録等の開示決定期間延長通知書

年 月 日

様

市立函館南茅部病院長 印

年 月 日付けで申出のあった診療記録等の開示については，次のとおり

決定の期間を延長したので通知します。

診 療 期 間 診 療 科 名

年 月 日 ～ 年 月 日（入院・外来）

年 月 日 ～ 年 月 日（入院・外来）

年 月 日 ～ 年 月 日（入院・外来）

開示の内容
１ 診療記録等の閲覧 ２ 診療記録等の写しの交付

の 区 分

決定の期間
年 月 日

の 満 了 日

決定の期間

の 延 長 の

理 由

延 長 後 の
決定をする
ことができ 年 月
る 時 期

問い合せ先 市立函館南茅部病院事務

備 考


